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１．押さえておきたい意匠制度の基本

（１）意匠法での「意匠」とは

視覚で捉えられる製品

<製品として認められないものの例>
・町並みなどのデザイン
・打ち上げた花火（花火玉は物品に該当）

「物品」

視覚で捉えられる形態（デザイン）

<形態として認められないものの例>
・ネクタイの結び目（ネクタイ自体の形態（デザ

イン）ではない）
・砂糖のような粉状体（角砂糖は対象になる）
・水などの分子構造（視覚で捉えられない）

「カタチ・模様(+色)」

意匠とは、
（1）「物品」「建築物」「画像」

の
（2）「カタチ・模様（+色）」

という２つの要素からなるデザイン（法第２条）
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１．押さえておきたい意匠制度の基本

意匠権を取得するためには、特許庁に出願し、審査を受ける必要がある。審査にお
いては、意匠の工業上利用可能性、新規性及び創作非容易性などの要件が審査され、
要件を具備していると認められれば意匠権が付与される。

（２）意匠権が認められるためには

創作非容易性新規性工業上利用可能性

容易に創作できるものでは
いけない！

新しいものでなければなら
ない！

工業上利用できなければな
らない（量産可能であるこ
と）！

・通常の知識を有する者が
容易に創作することができ
たと認められる意匠→✕
例：エッフェル塔の置物

・出願前に公然に知られて
いる→✕
例：刊行物（意匠公報、書
籍、雑誌、新聞、カタログ、
パンフレットなど）、イン
ターネット上に掲載されて
いる

・自然物を意匠の主体にし
たもので量産できないもの
→✕
例：盆栽、観賞植物
・純粋美術の分野に属する
著作物→✕

例：絵画、彫刻

意匠権が認められるための主な要件
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１．押さえておきたい意匠制度の基本

実
体
審
査

意
匠
出
願

方
式
審
査

拒
絶
理
由
通
知

拒
絶
査
定

登
録
査
定

設
定
登
録 ※２権利化された

内容を公開

意匠公報

拒絶理由
あり

拒絶理由なし

意
見
書

補
正
書

応答なし

解消せず

解消 登録料
納付

意匠権取得

意匠権取得までの流れ

（３）意匠出願・審査の流れ

※１ 同日に同じあるいは類似する2つ以上の出願がある場合は、出願人らの協議により登録を受ける出願を決定するが、協議が成立しない場合には、いずれの出願も登録を受ける
ことができない。
この場合に、それらの出願の内容を公示することを目的に｢協議不成立意匠出願公報｣が発行される。

※２秘密意匠の場合は、設定登録後に発行される公報には、意匠に係る物品、意匠分類、創作者、意匠の説明、図面等が掲載されない。秘密期間の満了後に同じ意匠登録番号で再
度意匠公報が発行され、秘密部分が明らかとなる。

※１
協議不成立

意匠出願公報
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１．押さえておきたい意匠制度の基本

意匠（デザイン）の創作は、物品のより美しい外観、より使い勝手のよい外観を
探求するものである。
しかし、物品の外観は目で見て理解することができ、他者の創作物であっても容
易に模倣することができるため、オリジナルを模倣した意匠が流布すると、健全
な産業の発達に支障が生じることがある。

意匠制度では、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護を図る一方、その
権利を公開することにより、さらなる創作を奨励し、もって、産業の発達に寄与
することを目的としている。

そして特許庁では、
意匠を公開する手段として各種公報を発行している。

発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とす
る。

特許法第１条

物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつ
て産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案法第１条

意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産
業の発達に寄与することを目的とする。

意匠法第１条

商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に
寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

商標法第１条

意匠制度の目的は・・・

（４）公報発行の目的



自社のデザインが意匠権になりそうか事前に判断①意匠出願の前確認

類似意匠がある場合は出願内容を調整②出願戦略の検討

他社の権利に抵触しないか確認する③知財リスクの回避
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１．押さえておきたい意匠制度の基本

●動向調査

先行調査して権利
侵害のリスクを回
避したい

研究開発の
ヒントを得たい

無駄な出願費用
を削減したい

（５）意匠調査の必要性（メリット）

開発を予定している商品が属する分野におけるデザ
インの変遷を把握し、他社の意匠と差別化する等の
開発のヒントを得る

①デザインの動向把握

競合企業がどのようなデザイン傾向であるか調べる②他社の動向把握

●先行意匠調査（新規性・創作非容易性・権利抵触調査）

●意見書等の参考として
【その他の目的】
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２．J-PlatPatとは

無料＆会員登録不要で、特許、実用新案、意匠、商標に関する公報情報等を
検索・調査することができるサービス。日々、特許庁と連携して、情報提供を実施。

特許庁/J-PlatPatデー
タベース

一般ユーザー

①検索エンジンで
「JPP 特許」
「JPP 意匠」等と検索。

JPP 意匠

②トップにヒットする
「j-platpat」または
「特許情報プラットフォーム｜J-PlatPat」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

をクリック。

J-PlatPatのアクセス方法
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J-PlatPatで見られるもの＝公報と考えていただき差し支えない。
原則、公報発行当日から検索可能！
逆に言うと、公報が発行されていない案件は見られない。
※公報にはない＋αの情報（点線部分）もあり。

２．J-PlatPatとは
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２．J-PlatPatとは

スマホで開くと・・
法域別（特許／意匠
／商標）の検索は
こちらから

『グローバルナビゲーション』
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３．簡易検索を使ってみる

簡易検索とは？
詳細な条件を指定せず、キーワードや番号で簡単に検索するメニュー。

例：「マツダが出願している自動車」についての意匠を調べるには？

番号をクリッ
クして公報を
確認

インターネットで
検索するのと同じ
感覚で入力



４．意匠公報を見てみる

（１）意匠公報情報の構成

①登録公報発行日
登録番号

登録日

②意匠に係る物品

③意匠分類

④登録公報発行時の
創作者、権利者情報

⑤意匠の説明

⑥図面
※右上にも同じものを表示

①

③

⑤

②

11

⑥

④

⑥

⑦
⑦参考文献
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（２）公報から得られる情報

意匠の説明

意匠に係る物品

省略した図の特定や透明箇所を特定する表現など、意匠の理解を助ける説明
が記載。

意匠がどのような物品、建築物の用途又は画像の用途に係るものであるか分
かるように、例えば「机」や「いす」、「販売店」、「情報表示用画像」な
どのように具体的に記載。

意匠公報の項目 内容

意匠に係る物品の説明

使用の目的、使用状態など、物品、建築物又は画像の用途及び機能について
の理解を助ける説明が記載。
意匠に係る物品の欄に記載した名称が、出願時にすでにそれらの物品等を表
す一般名称として普通に使われており、使用の目的、使用状態などが明らか
であるものについては記載がない場合がある。

意匠公報には、具体的にどのような創作をしたのか、当業者が実施できる程度に創作
の内容が正確かつ簡明に記載されている。

図面

意匠を明確に表すために十分な数の図が記載。
例えば、正投影図法による六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、
平面図及び底面図）や斜視図などを基本とし、必要に応じて、断面図や拡大
図が加えられる。

４．意匠公報を見てみる

参考文献 意匠の審査判断を明確化するためにユーザーサービスとして当該案件の新規
性、創作非容易性を判断するうえで参考とした文献を掲載



５．詳細検索を使ってみる
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・検索対象項目が限られる（意匠なら、意匠に係る物品/物品名/原語物品名・出願人/権利

者等）

例：「ドローン」と検索 → 検索対象項目に「ドローン」が含まれていないが、検索

項目”以外”に「ドローン」と記載されている場合は、検索結果として表示されない。

・細かい検索条件が設定できない

（一般的な検索エンジンと同様の使い方なので、入力したキーワードすべてを含む文献

をただ検索する。）

すべての文献を探したとは
言えない・・・

だから、法域別の

「詳細検索」。

簡易検索にはこんな特徴（デメリット）が・・

解説動画：
あなたの検索、大丈夫？つまずきポイント解決！～簡易検索の落とし穴編～
https://youtu.be/hx2LI8vwWyU



⋇
⋈
⋉
⋊

①意匠番号照会

②意匠検索

③意匠分類照会

文献番号（出願番号・登録番号等）が分かっている場合、文献番号を指定して照会

物品名や出願人名等のキーワードや、意匠分類を用いて検索

意匠分類の分類表を照会したり、分類記号又はキーワードで意匠分類を照会
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５．詳細検索を使ってみる

【参考】意匠の検索に関するメニュー

調べたい意匠文献の文献番号が
わかっているとき

調べたい意匠文献の文献番号が
わかっていないとき

④画像意匠検索（外部サイト）

画像意匠について蓄積イメージと比較したい画像のデータを入力して検索



意匠番号照会

５．詳細検索を使ってみる
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番号種別を選択し、
番号をここに入力。

（１）番号から検索する
･･･目的の意匠文献を確実に表示させる形として有効
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スペースで区切って複数を
同時に調べることも可能！

全角半角不問

②番号を入力①プルダウンリスト
より“出願番号”を選択

例：出願番号が「2016-009212」の意匠を調べるには？

「意匠公報」へのリンク

協議不成立の場合は「協議不成立意匠出願公報」へのリンク

５．詳細検索を使ってみる
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［文献種別］選択

［文献種別］の詳細を
設定する場合は、「詳
細設定」を押して選択。

［検索キーワード］入
力

「検索項目」を選択し、
キーワードを入力。
※「検索項目」により、
入力方法が異なるため、
詳細はヘルプを参照す
ること。

「検索項目」は”追加”
で増やす。

（２）キーワードから検索する …キーワードを組み合わせて
自分の目的に合った文献を見つける

意匠検索

５．詳細検索を使ってみる
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検索の基礎知識：AND検索・OR検索

A

OR検索
複数のキーワードのいずれか1つ以上を含む文献が

ヒット
言葉の言い換えに便利（類義語）

A B
＜例＞

バック または 鞄
バイオリン または ヴァイ
オリン

AND検索
複数のキーワードのすべてを含む文献がヒット
検索結果の絞込に便利

＜例＞
自動車 かつ マツダ
自動車 かつ トヨタB

連想キーワード(例)要素

バック 鞄バック

冷蔵庫 フリーザー冷蔵庫

「AND条件」（必ず含めたい
もの）は縦につなぐ

「OR条件」
（いずれか含め
たいもの）は
横につなぐ

解説動画：
あなたの検索、大丈夫？つまずきポイント解決！
～OR検索・AND検索編～
https://youtu.be/5FGaIA6z0dI

５．詳細検索を使ってみる



５．詳細検索を使ってみる
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（２.1）個人名から検索する

例：「中松 義郎」氏が出願人等である意匠を調べるには？

「中松△義郎」とキーワード欄
に入力して検索すると・・・

ノイズが生じる理由

キーワード入力欄でスペースを使用すると、「OR検索」となってしまう。
（中松 義郎⇒ 中松または義郎を含む文献を検索）

個人名で検索を行うときは“中松義郎”のように“姓”、“名”間にスペースの入力を行わない。

○○義郎、中松○○など
“中松”または“義郎”を含むノイ
ズ文献もヒットしてしまう
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５．詳細検索を使ってみる

J-PlatPatで検索できる情報は、公報発行時の情報で、自動的に更新されないため
（一部例外有） 、新社名での検索だけでは不十分。

例：「株式会社ニップン」が出願人である意匠を検索するには？
  ただし、2021年途中までは、「日本製粉株式会社」という社名だった。

「株式会社ニップン」で検索しても、出願人名に「日本製粉株式会社」
と記載されている文献（公報）はヒットしない・・・

・・・ここでOR検索の出番！
新旧社名を横並びに入力することで、漏れのない検索が可能。

（2.2）法人名から検索する
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５．詳細検索を使ってみる

例：物品名が「かばん」である意匠を検索するには？

（2.3）物品名から検索する

「かばん」だけでなく、「かばん」という語を含む「かばん用生地部品」
「かばん用仕切り具」等や、検索目的とは相違する「動物用移動かばん」
「釣用かばん」等がヒットする

⇒検索ノイズの発生

「鞄」「カバン」「バック」等や平成11（1999）年以前の意匠公報案件が
ヒットしない

⇒検索漏れの発生

意匠分類を利用する
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（３）分類から検索する

日本意匠分類とは？

物品の用途に主眼をおき、必要に応じて機能等の概念を
用いて構成された分類。すべての文献1件につき1分類が
付与される。出願日や公知日が2005年以降の文献には現
行の日本意匠分類が付与され、2004年以前の文献には旧
日本意匠分類が付与されているため、新旧の分類を使い
分けて検索をする必要がある。

日本意匠分類

日本意匠分類を形状や模様等の観点から細分化したもの。
Dタームは分類によって展開があるものとないものがあ
り、文献の内容に応じて付与される。
また、文献1件につき複数のDタームが付与されるものも
ある。

Dターム

画像を含む意匠に付与される分類。日本意匠分類の小分
類の末尾に分類記号 「W」が付与される。

画像意匠分類

５．詳細検索を使ってみる
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（３）分類から検索する

日本意匠分類・Dタームの構成

５．詳細検索を使ってみる

♪

扉のみで構成される
冷蔵庫で操作画面に
画像意匠を含む表示
部があるもの

C   6 - 51330 W13

グループ 大分類 - 小分類 Dターム記号

グループ 大分類 - 小分類 画像意匠分類
Cグループ(生活用品)

Ｃ６ 飲食用具及び調理用器具

C6-51330 冷蔵庫（扉のみ型）

W13 情報閲覧表示用画像

日本意匠分類

画像意匠がない場合は C6-51330

C   6 - 51330 B

Dターム

C6－51330B表示部有り
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５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

分類検索のメリット・デメリット

分類を使った検索キーワードを使った検索

分類に関する知識が必要。×簡単に検索ができる。○

表記ゆれによる検索漏れが
起こらない。

○
検索ノイズが発生する。また
検索漏れが起こる可能性があ
る。

×

意匠登録第1号から現在まで
の意匠公報を検索可能。

○
検索できる年代に限りがある。
※平成12（2000年）以降の文献が対
象

×

ヒット件数検索方法

1,823件簡易検索

1,418件物品名

7,574件
3,065件新

分類
4,509件旧

簡易検索や物品名からの検索で
は検索漏れが多数発生！
意匠の文献調査では分類検索は
非常に重要

例：物品名が「かばん」日本意匠分類「B4-10」である意匠を検索



25

① 検索項目を「意匠に係る物品/物品名/原語物品名」として、キーワードを入力する。

５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

適切な分類を見つけるための予備検索

検索項目を「意匠に係る物品の説明」とし調査対象の意匠の機能及び用途を表
す語句を可能な限り表記のゆれを意識し列記しor条件でつなぐ。このことによ
り連想できなかった語句の抽出を行う。
検索項目「意匠に係る物品/物品名/原語物品名」に新たに抽出した語句を加え、
or条件でつなぐ。

② 検索期間を2005年以降とする。

旧分類付与対象を除外するため、検索オプションで日付指定日項目を「出願
日」とし、始期のみに20050101を指定し検索を行う。

③ 検索でヒットした複数のめぼしい文献により、適切な日本意匠分類・Dタームを抽
出する。

参考文献については文献表示画面上の【参考文献情報】ボタンより確認するこ
とで、新たな日本意匠分類の発見、又は抽出しようとする分類が適切か否かの
判断が可能となる。
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④ 抽出した日本意匠分類・Dタームについて分類表と定義を確認する。

５．詳細検索を使ってみる

日本意匠分類は、物品の機能及び用途に着目して付与されている。このことか
ら「意匠分類照会」を利用して、分類表を確認する。その際、他の関連する分
類も確認する。
「意匠分類定義カード」を確認する。

⑤ 予備検索の補完として、必要がある場合は検索項目を「出願人/権利者」として、
競合他社をキーワードとした検索を行う。

適切な日本意匠分類・Dタームを発見した場合は、③で抽出した日本意匠分
類・Dタームに加える。

検索対象とする期間の決定

新規性・創作非容易性 原則、全期間
権利抵触調査 権利存続期間



５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

意匠分類照会で分類を照会し、関連する分類も確認する

①分類表示画面 ②Dターム

「分類照会」を選択し“B4-10”
を入力（B410、大文字小文字
でも可）
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５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

分類定義カードより個々の分類の定義等を確認する

分類定義カードは
特許庁サイトに掲載されてお
り、J-PlatPatのリンクからも
アクセス可能
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（３）分類から検索する

例）B４-10の分類定義カード

①

②

③

①

②

③

④

④

・対応する旧意匠分類

・参考分類・参考商品

・この分類に含まれる物品

・定義

５．詳細検索を使ってみる

29
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① 検索項目を「日本意匠分類/Dターム」として、抽出した意匠分類・Dタームを入力
し検索を行う。

５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

特定した分類を用いて検索を行う

2005年以降の出願された登録意匠公報のみが対象となる。

② 2004年以前に出願された登録意匠を探索する場合は、旧分類を用いた検索を行う。

「旧分類変換」ボタンを押して、旧日本意匠分類に変換する。

スクリーニング（検討対象意匠の抽出）

特定した意匠分類にて、一通りスクリーニングする。
関係すると思われる文献を広めにできるだけ多く抽出する。そのうえで、調査
対象とした意匠と抽出した意匠の類似判断を行う。



（３）分類から検索する

分類を指定して検索する

検索項目を「日本意匠分類/Dターム」を
選択し「B4-10」とキーワード欄に入力
して検索 複数対象がある場合は「OR
検索」を用いる。

又は「意匠分類照会」で探した分類を『意匠検索』の検索項目(日本意匠分類/Dターム)に指定
し検索
① 検索したい日本意匠分類を押すと上部のウィンドウに分類がセットされる
② 「意匠検索にセット」を押すと『意匠検索』の画面が別ウィンドウで開く

①

②

５．詳細検索を使ってみる
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５．詳細検索を使ってみる

（３）分類から検索する

2004年以前の文献を旧分類より検索する

検索項目を「日本意匠分類/Dターム」を選択し「B4-10」とキーワード欄に入力、又は「意
匠分類照会」で指定し、「旧分類変換」ボタンより、旧分類に変換を行い検索を行う。
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６． 経過情報を確認する
昭和39（1964）年以降に出願された案件以降について、経過情報照会の「経過記録」では審
査・審判等の手続きを確認することが可能。

審査・審判書類で2019年以降の書類
は内容を照会できる。
照会できる書類にはリンクが表示さ
れる。

※表示イメージ

33

「出願情報」では出願の情報、「登録情報」では現在の
権利者名や権利の存続満了日、最終納付年分記事を確認
できる。
審判係属した案件は「審判情報」のタブが、分割出願し
た案件は「分割出願」のタブが、侵害訴訟となった案件
には「侵害訴訟」タブが表示される。

現時点のス
テータス
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便利機能の紹介：検索条件の保存 （特許・実用・商標でも共通）

①クリック

７．便利機能の紹介
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②「保存済み」に変わる

③クリック

７．便利機能の紹介
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CSV形式ファイルの出力 （エクスポート）
CSV形式ファイルの読み込み（インポート） も可能！

④クリック

７．便利機能の紹介
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J-PlatPatにアクセスしなくてもウォッチングしたい特許出願等の更新情報の通知を受け取れる
ので、情報収集の時間を短縮でき、また特許庁の送付書類や出願人等からの提出書類を見落と
したり、確認漏れを防ぐことができる。

RSS配信が全出願で利用できます。

Outlookは米国マイクロソフト コーポレイションの登録商標です。

便利機能の紹介：RSS機能 （特許・実用・商標でも共通）

７．便利機能の紹介
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画像意匠公報検索支援ツール
（Graphic Image Park）

https://www.graphic-image.inpit.go.jp/

画像意匠公報検索 検索

38



・画像意匠、すなわち、物品等から離れた画像自体

・物品等（スマートフォン等）の部分としての画像を含む意匠の画像

例）

１．Graphic Image Park とは

Graphic Image Parkは、画像意匠の調査の支援ツール。

画像意匠分類には以下の種類が

あり、日本意匠分類の小分類の

末尾に付けられる。

W10 W11～19に属さないその他の画像

W11 情報入力操作用画像

W12 機能実行操作用画像

W13 情報閲覧表示用画像

W14 複合画像

W19 画像構成部品

W    N3記号に付与

39

物品等から離れた機器の操
作の用に供される画像の例
（アイコン用画像）

物品等の部分として画像を
含む意匠の画像の例
（スマートフォンのデザイン）

●
● ●
●

検索対象の意匠



インターネット検索

①

J-PlatPatトップページ

②

画像意匠公報検索

Graphic Image Parkへのアクセス方法

40

１．Graphic Image Park とは

意匠検索メニュー

③

工業所有権情報・研修館
（INPIT）トップページ

④



Graphic Image Parkには、画像意匠の図面の画像デザイン部分のデータ
が蓄積

利用者が入力した画像と蓄積されたデータを比較して、機械的に似てい
ると評価した順に並び替え

似ている

Graphic Image Park
DB

③並べ替えを実行

＞ ＞ ＞ ＞

①利用者が
画像を入力

②画像を比較

画像意匠の意匠公報の
画像デザイン部分を蓄積

意匠公報

----------------

----------------
【図面】

41

１．Graphic Image Park とは

似ていない

41



サイズ：5MBまで

形式：JPEG、GIF、PNG、TIFF

調査したい画像

調査画像の入力

ドラッグ＆ドロップ
or

ファイルから選択

42

２．GrIPの利用方法
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２．GrIPの利用方法

モードを選択

「年月日」
「意匠に係る物品」
「意匠分類・Dターム」を用いて、
並べ替え対象を絞り込むことも可能

「意匠に係る物品名」欄
入力した全てのキーワードを同時に含む「AND」、又は、入力したい
ずれかのキーワードを含む「OR」、のいずれかをプルダウンメニュー
から選び、キーワードを連結して絞り込み。
「完全一致」により絞り込む場合、キーワードの両端を半角ダブル
クォーテーション「“」で挟む。

「中間一致（部分一致）」により絞り込む場合、キーワードをその
まま入力する。
最大10個、最大100文字（符号含む）

「意匠分類・Dターム」欄
入力した全ての分類記号を同時に含む「AND」、又は、入力したいず
れかの分類記号を含む「OR」、のいずれかをプルダウンメニューから
選び、キーワードを連結して絞り込み。
「完全一致」により絞り込む場合、分類記号を全桁入力。
「前方一致」により絞り込む場合、分類記号の後方の任意の桁をクエ
スチョンマーク「?」に置き換えて入力。なお「！」は利用不可。
最大10個、最大100文字（符号含む）

モード等の選択
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２．GrIPの利用方法

各モードの概要



結果一覧画面の確認

似ている

似ていない

[表示件数の切替]
50～500件から選択可

[ページの移動]
・現在のページは反転
表示される
・任意の番号を押すと
そのページに移動

[表示形式の切替]
サムネルまたは
書誌情報を主として
一覧表示

【正面図】

＜意匠公報PDF＞ [意匠公報PDF表示]
意匠登録番号押すと、そ
の画像を含む意匠が掲載
された意匠公報PDFを別
ウィンドウで表示

*意匠公報は、その意匠の
すべての図面や、すべて
の権利者、創作者、意匠
分類など、より詳しい書
誌情報を掲載

２．GrIPの利用方法
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選択した案件のみを表示させることが可能。

選択した案件の書誌情報をCSV形式でダウンロード可能。

① まとめて確認したい案件のサムネイルをクリック

② 画面右端の「○件をまとめて見る／CSV出力」ボタンをクリック

③ 遷移後の画面右上の「CSVダウンロード」ボタンをクリック

３

しおり機能、書誌情報のダウンロード機能

選択した案件の
書誌情報を

CSV形式でダウン
ロードできます。

46

２．GrIPの利用方法



新しい

古い

画像を入力せずに「結果を表示」ボタンをクリックすると、蓄積データを公報発行

日順に表示させることが可能。

画像が公報発行日順に並ぶ

INPIT 2022.01 47

蓄積データの確認

２．GrIPの利用方法
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Graphic Image Parkは、画像を数値化した特徴量を比較し「近い」と評価した順に並べ替え。
そのため、人の目から見て「似ていない」と思われる画像が並ぶこともあります。
並べ替えモードの変更や、別の入力画像（線の太さ、具象化、抽象化）もお試し下さい。

Graphic Image Parkに入力された画像は、利用者のWEBブラウザ上に残って表示されたまま
となるが、「結果を表示」ボタンをクリックして「ソート結果一覧画面」で結果が表示された時
に、ツールのサーバ内のメモリからは消滅する。入力された画像やその結果のログは残ることは
ない。

入力された画像について

画像が「似ている」順に並ばない
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３．注意事項

問い合わせ先

具象化の方法例
出願前のデザインを検討している段階でGrIPを利用して先行意匠調査をされる場合、まだデザ
インが固まっておらず、曖昧な図版の場合はデザインをよりはっきりさせて再度調査を行う。

抽象化の方法例
デザインがはっきりと固まっているような場合は、画像の内、重要な部分は残し、他の部分は
削除する等デザインをシンプルにし再度調査を行う。

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財情報部 情報提供担当
TEL:03-3581-1101(内線2413) E-mail：ip-jh05@inpit.go.jp
受付時間 9:00～17:00(土日祝日等を除く)
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ご清聴ありがとうございました！

J-PlatPatの操作で困ったら・・
ヘルプデスク（平日9:00～20:00）

電 話：03-3588-2751
メール：helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp

J-PlatPatの操作を動画で学びたい
●INPITホームページ：J-PlatPat動画一覧

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/video_list.html

●INPIT公式YouTubeチャンネル：
再生リスト「J-PlatPat」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhESKlloeK5XjwrvNb8vW5BoPnABUYIGX

出願や権利取得に関する
ご相談は・・・
「知財総合支援窓口」へ！

https://chizai-portal.inpit.go.jp/

マニュアルを確認しながら操作したい
●INPITホームページ：
パンフレット・マニュアル・講習会テキスト等の提供

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html#anchor7


